
認可申請

相談

「事務・権限の移譲」は、市町村の自主的な要望に基づいて
行ない、市町村の同意を得た上で権限等の移譲を行います。

◆農用地利用集積等促進計画の認可・公告に係る知事から
市町村長への権限移譲（農地バンク法第１８条）

市町村

農地バンク
（北海道農業公社）

北海道

農地の出し手 農地の受け手

権利の設定

誰かに農地を
使ってもらいたい
のだけど・・

もっと規模
拡大したい
なぁ。

移 譲 前

○農用地利用集積
計画では、市町村
で完結できていた
のになぁ。

○春からの作業に間
に合うだろうか？

移 譲 後

○これまでどおり
身近な役場で手続
きが完結できる！

○安心して営農に
専念できるぞ！

認可・公告

計画作成

権限移譲
～道から市町村へ～

権 限 移 譲

◆住民の皆様により身近な市町村で直接事務を行うので、
処理が迅速になります。



１．市町村から
道へ移譲を要望

２．協議後、
市町村の同意

３．道議会の
議決で移譲決定

４．市町村に
おいて事務開始

権限移譲の事務の流れ

◆お問い合わせ先
北海道農政部農業経営局農業経営課利用集積係
電 話 ０１１－２０４－５３８６（直通）

権限移譲事務交付金とフォローアップ

市町村は、道が
あらかじめ提示
した「事務・権
限移譲リスト」
の中から、移譲
を希望する事務
・権限を選び、
道に移譲を要望
します。

市町村は、移譲
後の事務量や内
容、専門家配
置の必要性など
について道と協
議し、受入可能
と判断した場合、
道からの移譲に
同意します。

道は、市町村の
同意を受けて、
道議会に「事務
処理の特例に関
する条例」の改
正を提案します。
条例の議決によ
り、移譲が決定
します。

議会による可決
後、事務処理を
開始するまでに、
道から市町村へ
事務引継ぎを行
い、市町村にお
いて移譲事務を
開始。

移譲にあたっては、権限移譲事務交付金の交付など、事務・
権限の円滑な移譲に必要な各種措置を行います。

・権限移譲事務交付金
事務処理に要する経費（人件費・諸経費等）を毎年度交付
します。

権限移譲

農用地利用集積等促進計画の認可・公告


